
大館市新技術・新商品開発等支援事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市内事業者が行う新技術や新商品の開発及び新サービスの提供に要す

る経費について、大館市新技術・新商品開発等支援事業費補助金（以下「補助金」という。）

を交付することに関し、大館市補助金等の適正に関する規則（以下「規則」という。）の

定めによるほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（目的） 

第２条 この補助金は、市内事業者等が行う新技術や新商品の開発及び新サービスの提供に

要する経費に対し、予算の範囲内で補助することにより、本市における地域産業の振興

を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 市内事業者等  市内に事業所を有する中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)

第 2条第 1項各号に規定する中小企業者又はこれらの者が組織す

る組合又は任意団体。ただし、この要綱の趣旨に沿う者として市

長が特に認める場合はこの限りでない。 

⑵ 個社事業  市内事業者等が単独で技術・商品開発に取り組む事業 

⑶ 連携事業  複数の市内事業者等が連携し、共通の技術・商品開発に取り組む事業 

⑷ 新技術・新商品  新しい素材や技術等を利用した従来品より優れた技術・商品 

 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付対象者（以下「補助対象者」という。）は、次に掲げる要件を全て満

たすものとする。 

⑴ 申請日時点において市内で事業を１年以上継続している市内事業者等 

⑵ 個社事業又は連携事業に取り組む者 

⑶ 市税等の未納がない者 

⑷ 公序良俗に反する事業等を営んでいない者 

 

（補助回数） 

第５条 本要綱に基づく補助は、補助対象者に対し、一会計年度内１回を限度とする。 

 

（補助対象事業） 

第６条 補助金の交付の対象となる事業は、当該事業計画に掲げる内容で、次の各号のいず

れかに該当するものとする。 



⑴ 新技術や新商品、新サービスの開発のための事業で、次のいずれかに該当するもの 

ア 技術・商品・サービスの試作・設計 

イ 技術・商品・サービスの分析・評価 

ウ 技術・商品・サービスの改良 

エ 知的財産権等の調査 

⑵  開発した新技術、新商品、新サービスを紹介し、販路拡大のために行う事業で、次

のいずれかに該当するもの。なお、概ね申請日前１年以内に開発した新技術、新商品を

対象とする。 

ア 販売することを主な目的としない展示会、商談会、見本市等への出展 

イ ウェブページやパンフレット等の製作または刷新等の広報に結び付くもの 

 

（補助対象経費） 

第７条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、前条の補助対

象事業に係る経費で、別表１に掲げるものとする。 

２ 消費税及び地方消費税は、補助対象経費から除くものとする。 

 

（補助金の額及び補助率） 

第８条 補助金の額及び補助率は、別表２のとおりとする。ただし、当該事業において

国、県等からの補助金を受ける場合には、国、県等の補助金額を差し引いた額とする。 

２ 補助金額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。 

 

（交付の申請） 

第９条 補助金の交付を受けようとする者（以下、「申請者」という。）は、事業完了後から

３０日以内又は当該年度の３月３１日のいずれか早い方までに、補助金交付申請書兼実績

報告書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

⑴ 定款又は会則等の写し（個人事業者の場合は本人確認書類及び営業実態を確認できる

書類） 

⑵ 補助対象経費に係る支出であることを証する書類 

⑶ 補助対象事業の実施状況を示す成果物等 

⑷ 申請日前３開庁日以内に発行された市税等の未納のないことを証明する書類 

⑸ その他市長が必要と認める書類 

 

（交付の決定） 

第１０条 市長は、前条の申請があった場合に、当該申請の内容を審査し、補助金交付決定

通知書（様式第２号）又は補助金却下通知書（様式第３号）により申請者に通知するもの

とする。 

２ 市長は、補助金の交付を決定する場合において、条件を付すことができる。 

 



（補助金の請求等） 

第１１条 補助事業者は、前条に規定する交付決定通知を受けた場合、速やかに補助金を請

求するものとする。 

 

（交付決定の取り消し及び補助金の返還） 

第１２条 補助事業者がこの要綱の規定に反したことが判明した場合は、市長は、補助金の

交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付を受けている補助金の全部又は一部の返還

を命ずるものとする。 

 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。 

 

 

附 則 

この要綱は、平成２９年６月１日から施行する。 

 

  附 則 

この要綱は、市長の決裁のあった日から施行し、改正後の規定は令和２年２月１日から適

用する。 

 

 附 則 

この要綱は、市長の決裁のあった日から施行し、改正後の規定は令和４年４月１日から適

用する。  



 

別表１ 補助対象経費（第７条関係） 

補助対象経費 
謝金、旅費、借損料、産業財産権等取得費、展示会等出展費、調査分

析費、広報費、原材料費、試作・実験費 

 

 

別表２ 補助金の額及び補助率（第８条関係） 

区 分 補助金の額 補助率 

個社事業 ２０万円以内 ３分の２ 

連携事業 ３０万円以内 ３分の２ 

 

 

補助対象経費の内容説明 （別表１の補足） 

 

【謝金】 

補助事業の遂行に必要な指導・助言等を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支

払われる経費で、社会通念上適切と認められるもの。 

＜実績報告時に必要な書類＞ 

・業務の依頼書 

・業務の承諾書 

・成果である指導内容が具体的かつ詳細にわかる資料 

・支出額の根拠となる資料 

・支払が確認できる資料 

 

【旅費】 

 補助事業の遂行に必要な情報収集や各種調査を行うため、会議や打ち合わせ等に参加する

ため及び販路開拓のための旅費又は事業の遂行に必要な指導・助言等を依頼した専門家等

に支払われる旅費。実績報告時に出張等の内容が分かる報告書を添付すること。 

 ※対象は補助事業者が定める旅費規定等により最も経済的及び合理的な経路により算出

されたもの。ただし、グリーン車、ビジネスクラス等の特別に付加された料金は補助対

象外。 

 ※補助事業以外の用務が一連の旅程に含まれる場合は、用務の実態を踏まえ、案分等の方

式により補助対象経費と補助対象外経費に区分します。 

  ＜実績報告時に必要な書類＞ 

   ・出張報告書 



   ・出張行程・旅費総額が確認できる資料 

   ・支払が確認できる資料 

   ・航空機を利用した場合、航空券の半券及び領収書 

   ・旅行会社を利用した場合、見積書、請求書 

 

【借損料】 

 補助事業の遂行に直接必要な機器・設備類及び会場等のリース料、レンタル料として支払

われる経費 

 ※借用（リース）において補助対象となるものは、借用のための見積書、契約書等が確認

できるもので、補助事業の実施期間内に、補助事業に要する経費のみ。契約期間が、補

助事業の実施期間を超える場合の対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助

事業期間分となります。 

  ＜実績報告時に必要な書類＞ 

   ・見積書、リース・レンタル契約書、請求書、支払が確認できる書類 

 

【産業財産権等取得費】 

補助事業に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の取得等に要する経費 

※補助事業終了日までに出願手続きを完了していること公的機関の書類等で確認できな

い場合には、当該費用は補助対象となりません。 

※弁理士の手続代行費用を補助対象とする場合には、補助事業期間中に契約が締結されて

いることが必要です。 

※他の制度により、産業財産権等の取得について支援を受けている場合は、補助対象とは

なりません。 

＜実績報告時に必要な書類＞ 

・見積書、発注書（または契約書）、請求書、支払が確認できる資料 

・出願した場合、手続きが確認できる書類 

 

【展示会等出展費】 

 試作品、新商品等の販路開拓を図るため、展示会等に出展するために支払われる経費。計

上の際は、実績報告時に出展した様子が分かる写真等を添付すること。 

 ＜実績報告時に必要な書類＞ 

 ・見積書、申込書（または発注書、契約書）、請求書、支払が確認できる資料 

 ・展示会・商談会の出展規約、商談件数、アンケート等の成果など出展記録、出展時の写

真 

 

【調査分析費】 

 補助事業の遂行に必要なユーザーニーズ調査等を行うための経費に対して支払われる経

費及び試作品等の成分分析等に係る経費。実績報告時に成果の内容が分かる資料を添付す



ること。 

＜実績報告時に必要な書類＞ 

・見積書または業務依頼書、請求書、支払が確認できる書類 

・成果物 

 

【広報費】 

 事業の遂行に必要なパンフレット・ポスター、ウェブページ等を作成するための経費及び

広報媒体等を活用するために支払われる経費。なお、既存物の刷新の場合、成果物を活用

した戦略を事業計画書に記載すること。 

 ＜実績報告時に必要な書類＞ 

 ・見積書、請求書、支払が確認できる書類 

・成果物 

 

【原材料費】 

事業の遂行に必要な試作に係る原材料・副資材等の購入に要する経費 

※購入する原材料等の数量は必要最小限にとどめ、補助事業終了時までには使い切ること

を原則とします。補助事業終了時点での未使用残存品に係る経費については補助対象と

なりません。 

 ※補助対象経費として計上する場合は、受払簿（任意様式）を作成し、その受払いを明確

にするとともに、試作・開発等の途上において発生した仕損じ品やテストピース等を保

管（保管が困難な場合は写真撮影による代用も可）しておく必要があります。 

＜実績報告時に必要な書類＞ 

・見積書、請求書、支払が確認できる書類 

 

【試作・実験費】 

 補助事業の遂行に必要な試作品等の設計（デザインを含むが、包材・パッケージ等に係る

経費は除く）・製造・改良・加工・実験を行うために支払われる経費 

※機械装置等の購入は対象となりません。 

＜実績報告時に必要な書類＞ 

・見積書、請求書、支払が確認できる書類 

・成果物 

 


